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国連・子どもの権利委員会の事前質問事項、公開される

～差別、暴力、思春期の子どもの健康、教育などの問題に高い関心～

平 野 裕 二 （子どもの権利条約N G O レポー ト連絡会議）

子どもの権利条約の実方割こ関する日本の第 2 回j政府報告書の予備

審査が 1 0 月 6 日に行なわれ、子 どもの権利条約 N G O レポー ト連絡

会議（以下「連絡会議」）をは じめとする3 つの N G O が情報を提供 し

たのは、本誌前号で報告 したとおりである。予備審査をもとに子ど

もの権利委員会（以下「委員会」）によって作成され、日本政府に送付

された事前質問事項（日本の第2 固定期報告書の検討 との関連で取 り

上げ られ るべ き 諸 問題 の リス ト）が 、 1 1月 中旬 にN G O に も公 開 さ

れた。

事前質問事項は4 部構成をとっている。第 1 部の A（データおよび

統計）では諸分野の統計データが要求されているが、その多くは比

較的スタンダー ドな質問である。保健・教育分野の民間セクターの

支出 につ いて も（パ ラ2 ）も 、 と くに第3 4 会 期（2 0 0 3 年 9 ～ 1 0 月 ）

の審査対象国以降、とりわけ経済力の大きい国に対する事前質問事

項では標準的 に質問されるよ うになっている。他方 、学習塾など

「 学校外の補習指導または個別指導」 を利用 している生徒の人数 ・

割合（パラ6（d））、「成人と して裁判を受け、かつ刑を言い渡された

少年の人数」（検察官送致によ り刑事裁判を受けた少年）（パラ8（g ））

などは 、 日本 が独 自に求 め られ たデー タ と言 ってよ い。

第 1部のB（実施に関する一般的措置）では、第 1 に、委員会の前

回の勧告が実施されていない分野として（a ）差別の禁止、（b）教育制

度の競争的性質、（C ）学校における暴力の3 つがとくに明示され（パ

ラ1 ）、 実施 の 意 図・ 計画 が 尋 ね られ た。 その ほ か 、留 保・ 角牢釈 宣

言の撤回（パラ 2 ）、データ収集システム（パラ3 ）、設置が意図され
㌻一一‾

ている 「人権委員会」（仮称）の詳細（パラ4 ）、集約実施の調整体制

（ パラ 5 ）などについて質問されている。

特徴的なの は、「公立の保育園および子 どものケアのための施設

の民営化と、それがこれらのサービスの利用可能性とアクセス可能

性に及ぼす影響」について尋ねられていることである（パラ6 ）。こ

れまでにも教育の民営化が審査の主要論点として挙げられることは

あったものの（韓国や英国の第 2 回審査等）、保育に関 してこのよう

な直裁な質問が行なわれるのは珍しい。 この点に関する委員会の基

本的考え方は第 12 回一般的討議（サー ビス提供者としての民間セク

ターおよび子 どもの権利の実施におけるその役割）の勧告に示され

てい ると お りであ り、民 営化 そ の ものの 是非 よ りも 、それ に よ って

保育サービス等が利用 しにくくならないか、公的監督が適正に行な

われ るか とい った点 が 問是引こさ れる こ とにな ろ う。第 4 部（後述 ）で

は「とくに就学前の保育および放課後の保育」が主要論点のひとつ

に挙げられているが（パラ7 ）、これも同様の関心に立ったものと思

われる。

ひきつづき第2 部では、条約の日本語訳の提出が要請されている。

第3 部は、報告書の提出（2 0 0 1年 1 1月）以降の新 しい動きに関す

る情報を求めたものである。

第4 部には、委員会が本審査（2 0 0 4 年 1月 2 8 日）で取 り上げよう

と考 えて いる 論点 の 予備 的 リス ト（ 1 4 項 目）が 掲 げ られて いる 。 こ

れらについては、文書回答は求められない。

リス トの筆 頭 に挙 げ られ てい るの は、女子 、障害児 、マ イ ノ リテ ィ

（ コ リア ン、 ア イ ヌお よ びア メ ラ ジア ンの 子 ども な ど） に対 す る差

別の問題 で ある （パ ラ 1）。 前 回は取 り上 げ られな か った アメ ラジア

ンの子ども（沖縄等で米軍関係者と日本人女性との問に生まれた子

ども）についても、連絡会議が複数の箇所で取り上げたこともあっ
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てか、言及が見られる。日本の国外に暮らしている親からの養育費

の回復 （パ ラ 1 0 ）も 、 いわ ゆる J F C （ジ ャバニ ー ズ・ フ ィ リピー

ノ・ チ ル ドレン） と ともに 、ア メ ラジ ア ンの子 どもも念 頭 に置 い て

挙げられた論点であろう。嬉外子や外国人の子 どものアイデンテ ィ

ティ （と くに国籍 ） に対 する 権利 の問 題 も取 り上 げ られて お り（パ

ラ10 ）、外国籍の子どもの権利保障は本審査の大きな焦点のひとつ

にな ると思 われ る。

子どもに対する暴力も連絡会議がとくに強調 した論点であり、学

校・施設・家庭 における体罰 （パラ4 ）、児童虐待 （パラ5 ）、子ど

もをケアする施設の規制 （パラ6 ）、性的搾取 （パラ1 3 ）など複数

の箇所で取 り上げられた。あわせて、やはり連絡会議が強調 した問

5 護である思春期の子どもの健康についても、「若者の 自殺およびそ

の原 因 、 セ クシ ュア ル・ ヘ ル ス およ び リブロ グ クテ ィブ・ ヘル ス 、

薬物 濫用 およ び ス トレス 関連 障害 」 とい う具体 的 例示 と とも に、 論

点のひとつに挙げられている（パラ9 ）。

● ■l 蔓彗

教育問題も、当然の ことながら主要な論点のひとつである。「教

育の目的と教育制度の競争的性質、な らびに計画されている教育改

革」 とい う表 現で リス トに含 まれて い る （パ ラ 1 1）。現 在進 め られ

ている教育 「改革」が条約第2 9 条の規定および委員会の一般的意

見1号 （教育の目的）にの つとったものであるかどうか、厳 しい吟

味の対象とされるであろう。障害児の教 育も論点のひとつである

（ パラ 12 ）。

このほか、前回の審査でも問題にされた子ども参加 （パラ2 ）、子

どもの代替的養護 （パラ6 ・ 8 ）、少年司法 （パラ 14 ）などがリス

トに掲 げ られた。 全体 と して 、連絡 会議 をは じめ とする N G O の主要

な関心事をほとんど網羅した内容であり、本審査での効果的審査が

期待さ れる ところ であ る。

◆事前質問事項および委員会の一般的意見・一般的討議の日本語訳は、

「 A R C 平野裕二の子 どもの権利・国際情報サイ ト」（http二／／ho m e

P a g e 2 ．∩げty ．c o m ／C h ild rig h t s ／） 参 照 。
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【 ユース “模擬，，総選挙2 0 0 3 】を終えて

林大 介 （特定非営利活動法人R ig hts常務理事・ユース模擬選挙担当）

■1 7 0 4 人が投票 した、日本で初めての全国規模による

「ユース“模擬”総選挙」

2 0 0 3 年 1 1月に行なわれた第4 3 国衆議院議員選挙（ヲ総選挙）は、

小泉さんが首相になって初めての総選挙であ り、また民主党と自由

党が合併するなど、「マニフェス ト選挙」「政権選択選挙」として注

目を集 め ま した 。

しか し今回の総選挙の投票率は5 9 ．8 6 ％と、戦後2 番目の低投票

率であり、前回の衆議院選挙での2 0 代前半の投票率は3 5 ．6 4 ％（今

回の総選挙における年齢別投票率はまだ公表されていない）という数

字が物語るように、特に若者世代の政治離れが深刻にな っています。

こうした中、未来の社会を担う子ども・若者世代が現在の社会につ

いて考え、社会活動に積極的に参加することは、民主主義を育て自

立した社会 を築 くため に大切 な ことで す。

そこで、これまで 「選挙権年齢の引き下げ」「子ども・若者の政

治参カロ促進」をめざ して活動 してきた特定非営利活動法人 R ig h ts

（ ライツ）は、今回の総選挙 に合わせて、「未来の有権者 ＝19 歳以

下すべての人」を対象に した模擬投票（「ユーズ■模擬■■総選挙2 0 0 3」

以下、模擬総選挙）を行いました。

投 票 は 、R ig h tsの ウ ェブサ イ トな ど ：1 6 0 票（うち 有 効 票 1 4 9

票）、学校（公立中学 ：2 校、公立高校2 校、私立高校 1校、私立中学

高校 1校）：1 16 0 票（うち有効票 10 8 0 票）、地域 ：3 8 4 票（有効票

のみ）、の3 パターンで行い、北海道から宮崎までの7 歳～ 19 歳か ら

17 0 4 票 （有効票 1 6 1 3 票）の投票とな りま した。

なお 「模擬選挙」は諸外国では広 く一般的に取 り組 まれており、

日本においても今回模擬総選挙を実施 した五十嵐中学校、武蔵高校、

相中学高校でもこれまで取 り組んできています。また R ig ht sでも棄

（ 2 0 0 2 年2 月）、東京都多摩市長選挙 （2 0 0 2 年

子ど もの権 利 条 約 第 71号 ・ 20 03 年 12 月20 日号
ぽ；冒；≡

4 月）で模擬選挙を実施 しま した。今回の 「ユース■一棟擬－一総選挙

2 0 0 3 」 は、 日本 にお ける 全国 規模 に よる初 めて の模 擬選 挙 とな り

ました。

≪模擬総選挙に取り組んだ学校・地域 （順不同）≫

・新潟県新潟市立五十嵐中学校 ：中学3 年生がマニフェス ト比較な

どを実施

・東京都立武蔵高校 ：高校3 年生を中心に実施

・東京都立板橋高校 ：高校3 年生が授業の一環として実施

・芝浦工業大学相中学高等学校 ：中高の生徒会を中心に全校規模で

実施

・立命館宇治高校 ：高校3 年生が授業の一環と して実施

・ 甲信越・北陸地域の公立中学校 （匿名参加）：中学3 年生が授業の

一環と して実施

・ ∪－19 模擬総選挙＠ギブ（岐阜県）：高校生を中心に、岐阜 1

区で街頭投票

■自民3 1．2 ％（3 5 ．0 ％）、公明6 ．8 ％（14 ．8 ％）、民主4 2 ．8 ％

（3 7 ．4 ％）、共産1 1．2 ％（7 ．8 ％）、社民8 ％（5 ．1％）

おとなによる実際の投票結果と模擬総選挙での投票結果は、一概

に比較することはできませんが、それほど大差があったとは言えな

いと思います。投票結果を見て言えることは、未来の有権者は各政

党が掲げている公約・政策を読み取 り、自分達にとって身近な問題

だと思える事柄や、重要だと思う公約・政策を掲げている政党に投

票した よ うです 。 こ れは 、今 回 の選 挙 が 「マ ニ フ ェス ト選挙 」「政

権選択 選挙」 と言わ れていた こともあ り、各政党 が作成 した マニフ ェ

ストを読み込 み、あ るいは各政 党の ウェブサイ トにア クセス した りマ

ニフ ェス ト比 較を行 な ってい る新聞や っ 工ブサ イ トな どを見比べるな

ど、選挙・政治というものをきちんと考える環境ができてきたから、



と言えます。

※地域での取 り組みである岐

阜県の 「∪－ 19 模擬総選

挙＠ギブ」は、岐阜県選挙管

理委員会との関係もあり、投

票結果を公表 しない（投票数

及び投票者属性のみ公開）こ

とに したため 、公表 で きる投 丘白 兵 ■び 月 口民 主 口共点 ■社民

票総数は12 2 9 票

※模擬総選挙においては投票結果の集計・比較を行ないやすい「比

例区」での投票を中心的に呼びかけた

■選挙に対する関心は高 く、模擬選挙を通 して政治意識が

高 まる効果 も

「子どもは政治的知識や判断力 に乏 しい」と言われます。実際、

「 全 く分からない。興味もない し、 どこがなんて言 っているのか、

あんまり違いも分からないっ。この選挙がなんなのかも、知らない。

（立命館宇治、女、1 8 歳）」というよ うに、j攻治や社会を取 り巻 く状

況についての関心や意識が低い方がいるのも事実です。 しか しこれ

は未成年者に限ったことではなく、投票率が戦後2 番目の低さだっ

たことか らも、お とな全 体 に対 して も言え ます 。

む しろ 「未成 年 であ って も しっか り と した考 え を持 って る人 はた

くさん い る。 これ か らの 日本 を作 ってい く私 たち の声 も聞 いて ほ し

い。（R ig h ts、男、1 9 歳）」という感想は多く、芝浦工大手白が投票時

に実施 したアンケー トによると「模擬選挙で関心が高まる」が 6 5 ％。

模擬選挙を通 して政治意識が高まることが明確になりました。

■来年7 月の参議院議員選挙 において「ユース模擬選挙」に

取 り組み ます

模擬選挙は公職選挙法第 18 3 条の3 「人気投票の公表の禁止」 に

御中○〟

抵触 して しまう部分があるため、選挙哲理委員会などから実施する

こと自体 に 拒否 反 応 が非 常 に弓重くあ りま す 。ま た 、「生 の 政 治」 を

扱うためか、教育委員会などが学校内で模擬選挙を行な うことに反

対する自治体もあ ります （東京都町田市）。 しかし、若者の投票率

が低下 し問題視されている現在、「私たちはまだ選挙権がないので

とても残念だったが、このようにi改治に参加できる機会があ って非

常に壬香しか った 。 これ か らも この よ うな 運動 を展 開 して い って、 ど

んどん若者たちに選挙権の大切さ、政治の大切さを教えていって欲

しい。（R ig h ts、男 、14 歳 ）」 とい う感 想 に代 表 される よ うに、模擬

選挙 を行 うことのメ リッ トは非 常 に高い と考え てい ます。

来年7 月には参議院議員選挙が予定されています。R ig h ts では今

回の取 り組みを踏まえ、学校での取 り組みを全国に広 く呼びかけま

す。また、岐阜県の取り組みのように地域での模才疑選挙実施に関 し

ても、各地域に対して幅広く呼びかけていきたいと思います。さら

にその際、各政党や選挙管理委員会、教育委員会は模擬選挙の意義

を理解・確認 し、積極的に学校や地域 と協力するよう働きかけてい

きます。

また、匡＝改選挙以外にも統一地方選挙をは じめとして、地方自治

体の選挙は1年を通 じて必ずどこかで行なわれています。各地域に

おける地方選挙においても模擬選挙に取り組めるようサポー ト体制

を充実させ、今後も選挙の場を活用 して、より多くの子ども・若者

世代に、地域の課題や政治について考え、深められる場、つま り民

主主義を醸成していく環境を作っていきます。

※模擬総選挙の詳細な結果については、 R ig h tsのウェブサイ トh ttp：

／／W W W ．「ig hts ．0「．jp をご覧下さい

小学5 年生が市町村合併で “住民投票’’
一 奈井江町子 どもの権利条例 にもとづいて－

（北海道・奈井江町）

喜 多 明 人 （早稲田大学教授）

「市町村合併に賛成の人は手を挙げてください。」

小学 5 ・ 6 年生、約 6 0 名あま りが集まる中で、ほとんど辛が上が

らない。

「じやあ、反 対の 人」

ど－と、ほとんどの子どもが一斉に手を挙げた。

み ている私も正直言 って驚いた。 ここは北海道の 空知、人 口

7 0 0 0 人 を・少 し越え て いる くらいの小 さな 町、 奈井主工町。

この町では、合併特例法期限の2 0 0 5 年 3 月までに合併するかど

うかの判断を今年 1 1月末までに下さなければならない。今年9 月 1

日、町が設置する小学校で「町長と語る会」が開催されていた。北

良治町長が滝川市な ど4 市 4 町の市町村合併について説明 した後、

子どもたちが意見発表した。その時の光景を再現 してみた。

「では、賛成の人は理由をい ってください」

「予算がふえるから」「まちの将来を考えて」「高校進学に有利だ

から」 ・

あ ま り迫 力がな い。

「 では、反対の人は・・」 と司会がうながす。

「（学校の統合で）友達と離ればなれになるのがイヤだから」「新

しくつ く った プー ル がだ い な しに な る」「病 院が な くな る とお 年寄

りが 不 便 に な りか わ い そ う」「な れた 店 が ど ん どん つ ぶれ て い く」

「 体育館がな くな ったとき遠 くの体育館に行くと交通費がかかる」

「 まち の名 前 を残 した い」「い つま でも お年寄 りにや さ しい町で あ っ

てほ しい」 ・

子どもたちからつぎつぎ反対理由が挙がる。子 どもの話を聞いて

いた 町長は 、さい ご にこ うい った 。

「みな さん の気持 ち は よ くわか りま した 。広報 な どを通 して 住民

にも先］らせます。市町村合併についての結論は秋の住民投票で決 し

ます が、 わた しは、子 ど もや お年寄 りの人 間 と しての 尊厳 を尊 重 し

たいと考えています。」

奈井主工町では、 この 1 0 月2 2 日に行われた子ども投票の開票

子 どもの 権 利 条約 第 7 1号・ 2 003 年 12 月20 日号

訟



同月2 7 日に行われ、その結果が公表された。町選管によると、小

学5 年生以上の子ども投票の結果は、「合併 しない」が3 7 8 票、「合

併する」が7 1票、無効 1 票。投票率は実に8 7 ．2 1％ にのぽる。こ

れに対 して、 お となの 方 はど うか ？ 1 8 歳以 上 のお とな は 、「合 併 し

ない」が3 2 5 8 票、「合併する」が 1 16 8 票、投票率は7 3 ．0 1％で

あった （同日発表）。

その 後の 1 1月 は じめ、北 町長 は、 こ う語 って くれた 。

「議会で、市町村合併の住民投票がおしなべて投票率が低 く3 、

〓
－
－

－
－ ● ＿ 監慧

4 割のところが多く、3 、4 割の住民の意思で合併の是非を問 うのか、

と追及されてきた。奈井江町で住民投票率が7 割を超えたのは、子

どもたちのおかげ。子どもたちが、家にかえ って、夕食時に rとう

ちゃんは町村合併をどう考えているの、ぱっちゃんは投票に行かな

いの J な どと質 問 して 、お とな たち も び っく り、町 に依存 しき って

いたおとなたちを目覚めさせたのです」

子 どもが動くことで、おとなが変わる、そんな断面を・見る思いで

あった。

松山市子ども育成条例案ど‘責任条例，，化への危慎

一 分岐点に子 どもの権利の視点の欠如－

（ 愛媛県・松山市）
喜多 明 人 （早稲田大学教授）

松 山市 子 ど も育成 条例 案 は、「まつや ま教育 プラ ン2 1」に盛 り込 まれた施策 の一 つ であ り、教 育委 員会青 少年 育成課 が担 当窓 口 とな り、

市民検討会 議 （2 00 2年9月～2 00 3年3月 、会議 5回 、教 育委 員会 委嘱 委 員19人に よ って構成 、一般 公募 な し） に よって3月に提言書 が提 出 さ

れ、 この9月に条例 案 と して公表 された もの です。二 時間程 度 の会議5回 で あ り、行政 主導 の も とで市 民の 声 が十 分 に は反映 されてい なか

った こ と な ど問 題 点 が 多 々 あ り ま す 。

保護者や市民のフレッシャーとなる “責任条例”

特に問題なのは、第4 条 （保護者の責務）において、「保護者は、

子どもの健全育成に関し、他の誰よりも大きな責任がある」として、

「 深い愛情」「基本的な生活習慣」「家族の触れ合い」「社会奉仕活動」

「 感謝の気持ち」を求 められ、保護者の子育て にプレッシャーを与

えていることである。また市民には、5 条で 「あいさつ等の声をか

けること」「社会規範に反する言動を止めるように声をかけ」るこ

となど、青年 （4 0 歳未満の市民）には「率先 して模範となる行動

をす る こ と」 な ど、 そ こに は市民 同士 が こ う して い こ う、と い った

申し合わせ的な側面も欠落 しており、あたかも “お上のお達 し仙で

あるかのような文言が投げかけ られています。

（なお、「18 歳以上の者」を市民と定義 してお り、子どもは非市

民抜 いされ てい る ことも 問題 で ある）

この よ うにな って しま つた 背景 に は、子 どもや 市民 の参 加 な ど条

例案作 りのプロセスが不十分であることのほか、根本的には、国連

子どもの権利条約など、子どもの権利の視点が欠落していたことで

す。市民からの指摘で、3 条 3 項に 「子どもが・・・様々な権利を

有して いる こ と」 と迫 力ロされ た が、文 言 では な く、子 ど もの権 利 の

視点の欠落によって、子どもの工ンパワメン トや権利と しての意見

表明・参加の発想がほとんど抜け落ちて しまいま した。改めて、子

どもの権利の視点に基づいた子ども支援条例の大切さを痛感するも

のです。
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子どもの権 利条 約 第 7 1号・ 2 003 年 12 月20 日号

第一章 総則
（ 目的 ）

第一集 この条例は、子 どもの育成 について、基本理念を定め、市民、市民団 体、

教育・児筆 箱祉機関、事業者及 び市の役割と責務を明 らかにするとともに、子ど

もの育成 に関する市の万態策の基本 となる事項を定め ることによ り、今を生き未来

を担 う子 どもを社会全体で はぐくむことを推進 し、 もつて子どもの健全な育成 に

寄与する ことを目的とする。

（ 定義）
兼＝条 この条例において 、次の 各号に掲げる用言吾の 意義は、当書亥各号に定める

とこ ろ に よ る 。

（ －）子 ども 18 歳未満の者をい う。

（ 二 ）保護 者 親権を行 う者、未成年後見人その他の着で、子 どもを現に監護する

モ）の を い う。

（ 三 ）市民 本市の 区域内 （以下 「市内」とい う。）に居住 し、又 は本 市の区域外

から市内に通勤・通学をする－ハ歳以上の者をいう。

（ 四）青年 市民の うちおおむね4 0 歳未満の者をい う。

（ 五）高I輪者 市民の うちおお むね6 5 歳以上の者をいう。

（ 六 ）市民 団体 町内会・ 自治会、ボランテ ィア団体、特定非営利活動法人その他
の子どもの 育成を目的と して 、又 は子 どもを対象 として市 内で活動 を行 う団体を

いう 。

（ 七 ）教育・ 児童福祉機関 学校、幼稚園、公民館、保育所その他市内の施設にお

いて子どもの育成又は教育を目的とする言古動を行う寸幾関をいう。

（ ハ ）事業者 市 内で事業活動 を行 う個人又 は5去人を いう。

（ 基本理念）

第≡こ集 子 どもの育成は、豊 かな自弁琵に恵まれ、歴史 と文 化の兼る私たちのまち

松山にお いて、先人が大切 に培 ってきた郷土を愛 し、害毒りに思う／D と思いや りの

衣iる温か い／D を持つ子どもを はぐくむことを受け継ぎ 、後世 に伝えることを使命

として行われなければな らない。

二子 どもの 育成は、子 ども は社会全 体の宝であ り、みん なではぐ くむとい う共

通認識の 下、一人一人がそれ ぞれの果たすべき役割 と責任 を自覚 し、連帯するこ
とによ り行わ；n なければな らない。

三子 どもの 育成は、子 ども が社会 において保障さ れる′ヾ き様 々な権利を有 して

いる ことを認識すると とも に、子 どもが夢と希望を持 ち健 やかに成長することを

願つて、子 どもに関心と期待 を寄 せ、子 どもを温か く見守 り、子 どもと向き合 う

ことによ り行われなければな らない。

第＝章 子 どもを健全に育成す るための十務

（ 保護者の責務）
第四条 保 護者は、子 どもの健全 な育成に閲 し、他の だれよりも大 きな責任があ

ることを 自覚 し、次の責務を果たすよ う重野めなければな らない。

（ － ）子どもに対 して深 い愛情 をもつて接すること。

（ 二 ）子 どもに対 して、基本的な生活習慣、 日常の生活能力及び接遇を身に付けさ

せる とともに、人権及び善悪の判 断等の倫理、社会 的な決まり等を厳格な態度を

もって教える こと。

（ 三 ）王家族 の触れ合いの機会を大切 にし、子 どもの声をよ く聴いて子 どもとの意思

の疎通 を図 り、子ども にとつて家庭が最も安 らぎ、 いやされる場であるよ うにす

るこ と 。

（ 四）子どもとともに平素か ら積極的 に社会奉仕活動等 に取 り組 み、地域 とのかか

わりを大切 にする こと。

（ 五）子どもの監護を他の者 にゆだねる場合 は、その昔 に対 して感謝の気持ち を持

つこと。

（ 市民の十務）

第五条 市民は、子 どもの健全な育成のため 、子 どもに積極的 にかかわ るべ きこ



とを自覚 し、次の責務を果たすよ う努めなければな らない。
（－）子どもに対 して、自ら積極的 にあい さつ等の声 を掛 ける こと。

（二）子どもに対 して、他人に迷惑を及ぼす行為その他社会規範 に反 する言動をや
めるよ う声を掛け、熱意をも って補い、貞＃くこと。

（三）市民等が行 う子どもの健全な育成のための活動を支援す るとともに、自 ら進
んでその三吉動に参カロすること。

（匹け子 どもの監護をゆだね られた者は、前条に規定する保護者の責務を担 うこと。

（青年及 び高齢者の責務）

第六条 青年 は、子 どもの健全な育成の ため、子ども にとって身近な存在 である
べき ことを自覚 し、次の責務を果たすよう努めなければならない。

（－）自らの行動の子 どもに与 える影響が多大であるこ とを認識 し、率先 して模 範

となる行動をすること。

（二）その社会的及び法的責務を認書哉し、自己決定による行動に責任を持つ こと。
（三 ）保護者 であ ること又 は将来 において保 護者になる ことを認喜哉し、 自己研 さん

によ り教 養を深 めること。

二高齢者は、子 どもの健全な育成のため 、子 どもにと って身 近な存在であるべ

きことを 自覚 し、そ の実口悪 と教養を子 ども及 び保護者に対 して積 極的に才是供する

よう三芳めなければならな い。

（市民団体の責務）

第七条 市民団体は、子どもの健全な育成に閲し、子どもに日常的に深くかかわって

いることを自覚 し、；欠の責務を果たすよう努めなければな らない。

（ 一）主体的 に活動する とともに、市民等 との連携 を図 りなが ら、子どもを健全 に

育成 すること。

（ 二）子 どもを健全に育成するための事業の企画 に当たって、子 ども及び青年の参

画を求め ること。

（ 三）子どもを健全に育成するための事業欄 海に当たって、市鰍 参カロを促すこと。
（ 匹l）市民団体の うち町内会・ 自治会その他地域 において組織 される団体は、地域

の行事 に子 ども が参加 しやすい よ うにす る ととも に、地域の特 性を いか した奉

仕・体験活動その他子どもを健全に育成するための活動を積極的に推進する こと。

（ 教育・ 児童福祉考幾関の 責務 ）

第八乗 教育・児童碍祉機関 は、その理念に従 って 、子 どもを健全 に育成 する使
命がある ことを 自覚 し、；欠の責務を果たすよ う努めなければな らない。

（ －）保護者及び地i或の人との信頼関係の下、子どもの発達段階、個性等 に応 じて 、

その能力・可能性を最大限に伸ばすこと。

（ 二）集団の中での遊びや学習を通 じて、子 どもの心身の発達 を助長 し、将来にわ
たり生きて働 く力を身に付けさせるとともに、社会の一員としての自覚を促すこと。

（ 三）市民等 と連携 し、子 ども を健全 に育成する こと。

（ 匹】）教 育・ 児童福祉機関の うち公民館は、地域の特性 をい か しながら、子 どもを

健全に育成するための教育活動を積極的に推進すること。

（ 事 業者の責務）

第九集 事 業者は、自 らの活動 が子 どもの健全な育成 に多大な影響を与え ること

を自覚 し、次の責務を果たすよ う努めなければな らない。

（ － ）自らの活動わ℃子どもの健 全な育成の妨げにな らないよう特段の酉己憲をすること。

（ 二 ）市民等 が行 う子 どもを健全 に育成す るための活動 を積極的 に支援する こと。

（ 三 ）雇用 する保護者と当該保護者の子どもとのつなが りが深まる よう雇用環境の

整備等の酉己慮 をするととも に、雇用す る保護者に対 して、家庭 における子 どもの

育成の重要一性を啓発すること。

（ 匹け 雇用す る者に対 して、市民団体及び教育・児童福祉機関が行 う子 ども を健全
に育成するための活動に参加することを奨励す ること。

（ 五 ）その所有 し、又 は管王聖する王海設における子どもの安全性及び利便性の確保 に
酉己慮 す る こ と 。

（ 市の責務）

第十条 市 は、子 どもの健全な育成 に閲 し、；欠の責務を果た さな けれ ばな らな い。

（ －）市民等が行 う子 どもを健全 に育成 するための 活動について、総合的な調整を
行う こ と 。

（ 二）市民等との相互の協力及び連携を積 極的に図ること。

（ 三）子どもの意見及び考えを市政の諸活動に反映さ■せるよう努めること。

㊨㊨⑥

（四）子どもの視点を取 り入れ た施設の整備 その他教育資源の確保 に特段の配慮を
する こと。

第三幸 市の基本的な施策

（家庭教育力の向上への支援）

第十一条 市は、保護者 が家庭において子 どもを健全に育成するた めに必要とす

る情幸鞭及び学習の機会を提供するもの とする。

二 市は、子どもが抱える悩み 、子どもに関する相談等 に迅速かつ適切 に対処する

ため、市民等と連携を図 り、総合的な椙敬 体制を確立するよう努めるものとする。

三 市は、市 内の事務所又 は事 業所に勤務する保護 者が当該保護者の子 どもとの
かかわ りを深めることができるよ う事業者に理解・協力を求めるものとする。

（地域教育力の向上への支援）

第十＝条 市 は、子どもを健全 に育 成するため に必要 な体験活動等の充実 を図る

とともに、遊 びや学習の機会 を通 して、世代・地域・文 化を超えた人 と人 との温

かい心がi商う交流の書幾会を確保するものとする。

ニ市は、市民圧l体 が行 う子 ども を健全 に育成するため の活動に対 して、活動の

場、情報等 を積極 的に才是供するものとする。

（子ども及び青年の主体的な活動への支援）

第十 三条 市は、子 ども、青年又は これ らの 者によ って構成 される団体の 自主的

な企画・運営 による活動 を積極的 に支援す るもの とする。

二市は、子どもの模範 となる青年を育成 するため、学習及 び活動 の機 会を才是供
する もの とする。

（子どもを支 え合うための支援）

第十 四条 市は、子 どもを健 全に育成する ための施策を円滑かつ効果 的に実行す

るため必 要と認める ときは、市民等 と協働 して社会全体で子 どもを支 え合 うため

の財政的・技術的な支援 をする ことができ る。

（まつやま子 育ての日・ まつやま子 育て週間）

第十五条 子 ども及び子 どもにかかわる市民等 が共 に成長 してい く毒 びを確 かめ

合うとともに、子どもの健全 な育成を推進す るため、次のとお りまつや ま子 育て

の日及びまつやま子育て週間を設ける。

（ － ）まつやま子 育ての 日 8 月8 日

（ 二）まつ やま子育て週 間 8 月8 日を含 む月曜 日か らそ の直後の 日曜日までの7

日間

（まつやま子 ども健全育成会議）

第十六条 市民 等及び市が一体 となって子どもを健全 に育 成するための施策 をヲ総

合的 に推進 するため、まつやま子 ども健全育成会害義（以 下 「育成会議」 とい う。）

を設モE する。

二育成会言義は、前 項に規定する 目的を達成するため必要 な事項を協議 し、市 に

提言する。

三育成会 言募は、2 0 人以 内の委員 をもつて組織する。

四委員は、識見を有する者のうちか ら市長が委嘱する。

五委員の任 期は、2 年と し、再任 されるこ とが できる。ただ し、補 欠の委員の

任期は、前 任者の残任期間とする。

六第二頂か ら前 項までに定める もの のほか、育成会議の組織及 び運営に関 し必

要な事項は、教育委員会規則 で定める。

（ まつやま子ども会議）

第十七条 子どもは、まつやま子ども会害轟（以 下 「子ども会 議」 という。）を組織

して市政の 諸活動 に対 する 自分 たちの意見及 び考え について 自ら検討・ 協議 し、

市に才定言す ることが‾ごきる。

二子 ども会言義は、教 育委員会が定める年齢 区分 等に応 じて組織・運 営するもの
とす る。

三子 ども会議の活動 は、自主的な学校教育又 は社 会教育活動の一環 として行 わ
れな けれ ばな らない。

第四章 雑則

（ 規則への委任）

第十八乗 この条例の施行 に閲 し必要な事項は、教育委貞．会規則で定める。

付 則

この条例は、平成一五年－一月一 日か ら方缶行する。

「 子 どもの権利条約 フォーラム2 0 0 3 in かわ にし」報告

みんなで話そう・やつてみよう‘‘子 ど も と お と な の い い 関 係 ′′

臼200 3年 12 月6 日～7 日、於 ：アステ川西、川西小学校（兵庫県川西市）

19 93 年以来 、毎年全 国各地 で開催 して きた＜ 子 どもの権 利条 約 フォーラム ＞。10 年 目 を迎 えた今年 は兵 庫県川 西市 で開か れま した。

フォ ー ラ ム の 参 加 者 （ス タ ッ フ含 む ） は 、 1 日 目が お よ そ5 00 人 、2 日 目 は お よ そ6 30 人 。 延 べ 110 0 人 を超 え る子 ど も 、 お と な が 集 い 、 と も

に語 り合 う フ ォ ー ラ ム と な り ま した 。

「 子 ども とお となのい い関係」

つて どんな関係 ？

長谷部真琴 （東洋大学学生）

■1日目全体会パー ト1 －各地の子どもたちからの報告

パー ト1では、神奈川県川崎市、岐阜県多治見市、兵庫県神戸市、

兵庫県川西市の子どもたちがパネリス トとな って、自分たちの活動

報告 を し、「子 ど も とお とな の いい 関 係」 と は どの よ うな も の か 、

それぞ れ意見 を述／ヾ ま した。

「 おとなは子どもが困 ったときにア ドバイスを くれるサポー ト役 」

「 気軽に話せる関係」

川崎市子 ども会議、川崎子ども夢パークの取り組みを通 して、
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包



どもたちが自分たちの手でまちづくり、権利について考え、行動 し

ていること、また、その活動のなかで、「子どもとおとなのいい関

係」が出来つつあることが報告されま した。「子 どもとお となのい

い関係 」 と は、「お と な は子 ど もの サ ポー トで、 気 軽 にお と な と子

どもが話せる関係」（朝比奈さん・中 1女子）、「普段は影で見守 って

いて困った時にア ドバイスを してくれる関係」（煙石さん・小 6 女子）

である と述べ られ ま した 。

「 お互いの意見を尊重」「子ども・おとなそれぞれの持ち味が

活かせる関係」

9 月に制定された F多治見市子どもの権利に関する条例』の前文

を子ども達が検討 しながら作 り上げたこと、子どもの権利が日本中

に広まって欲 しいとの思い、おとなが子どもを型 にはめるのは簡単

だが、子どもにも意見を言えることを知 って欲 しいことなどが報告

されました。「子どもとおとなのいい関係」とは、「お互いが意見を

尊重 し、嫌な思いをせずに物事を進められる関係」（三和さん・ 高1

男子）、「子 どもが 出来 る こと は見守 り、出来 な い こと はお とな がや

るという、お互いの持ち味が十分に引き出せる関係」（吉田さん ・

高1 男子）であること、先ずはお互いが分かり合うための話 し合い

が大切であることが話されました。

「 おとなと子どもが一緒に成長できる関係」

神戸フ リースクールの大森さん（中2 ・女子）、香川さん （中3 ・

女子）は、自分たちの不登校体験等を振 り返 りつつ、「おとなと子

どものいい関係」とは、「おとなと子どもが一緒に成長できる関係」

であ り、お となは 「あま り干さ歩せず に、 いい意 味で ゆる い頭を持 ち 、

その子な りのペースでのんび りやるのがいい関係になる」と報告 し

ました 。

「 指導一指導される関係ではなく、お互いの考えを知 り、子どもと

おとながお互いに生きる世界を広げていける関係」

川西の野呂さん （高2 ・女子）、向井さん （中3 ・女子）は、川西

子ども人 権 ネ ッ トワ ー ク （子 ども ネ ッ ト）、子 ど もオ ン ブズ パ ー ソ

ンの 活動 につ いて 報告 しま した 。子 どもネ ッ トの 目的 は子 ども が 自

主的 に活 動 を行 う ことで ある 、 と し、 お となの 役割 とは、 子 どもた

ちが 活動 しや す いよ うに環 境 を整 える こ とだ と述べ ま した 。一年 の

最後に行われる「川西子ども人権フォーラム」では、市内の子ども、

おとな、学校の先生が集まり、子どもの人権を子どもの視点か ら考

えて いる、 とい う報告 もあ りま した。

子どもネッ トの活動を通 して、野呂さんは「おとなが指導者で子

どもが指導されるという関係ではなく、おとなは子どもの意見を尊

重し、活 動の 手助 け を して くれる 。子 ども はサ ポー タ ーの 人 か らい

い意 味で 影響 を受 け 、お とな も子 ども の考 え を矢口る こ とで 、互 い に

生きる世界が広がっていく。こうした活動がいい関係に繋がってい

く」 と述べ ま した。

向井さんは、子 どものオンブズパーソンについて報告 し、せ っか

く制度はあるのに認知度が低 くて活用 していないのがもったいない

と話 し、子 どもの 味方 の お となも いる のだ と言 うこ とをみ んな に矢口

っても らい たい と述べ ま した 。 また 、い ざ問題 が起 こつた 時 には相

臣ゝ 全体 会 の よ うす①

談しに くい現状 を述べ 、 オン ブ

ズパーソンが普段か ら何気ない

ことを話 しにいける、身近な存

在になればいい町になると話 し

ました。 子 ども とお とな のい い

関係 については、「普段か ら話
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が出来る関係である」と述べました。

「 違いを認めあえる関係」「変に子どもをたてる関係はおか しい」

パネリス ト以外の子どもの活動と して、干葉、青森 、滋賀、愛矢口

の子どもたちからも報告がなされま した。子どもとおとなのいい関

係については、「お互い持ちつ持たれつの関係」「相手を思いやる、

違いを認め合える、お互いの立場にた った関係」「何でも言い合え

る、話 し合える関係」等様々な意見が出され、「子ども同士でも相

性は あ るか ら、全 て の お とな とい い 関係 じゃな くても い いの で は」

とい う意見や、「子どものためという意識が強すぎて変 に子どもを

立てている場合がある。やさ しさが仇になってはいまいか」という

問是喜提 起も飛 び出 しま した。

会場の参加者か らも子ども達の意見に対 して「子どもが譲歩 して

いる感がある、大丈夫なのか」という意見、「声を挙げづ らい子ど

もの権利 はどう考えていくのか」「その子達に代わって代弁 を」と

いう意見が述べられ、活発な意見交換がされま した。壇上の子ども

達は口々に「今ここに集まっている人、意識の高い人達が、おとな

もこどももいろんなところで権利についてねずみ講式に広めていこ

う」 と呼び かけ ま した 。

■1 日 目全体会 パー ト2

「 おとなも頑張っていると認めて欲しい」－ おとなか らも

率直な意見

パ ー ト2 で は子 ども とお とな で6 人 グル ー プ にな り、「大 人 との か

かわ りの中でやめてほしか った吉葉や態度」「子どもとおとなのい

い関係 って ど うした らで きるの か」 と い うテー マで話 し合 い を行 い

ました。

あ る グル ー プで は、「お とな は言 って る ことが 矛盾 して いる」「一

方的に押 し付ける言葉は嫌」という意見 に、親の立場からも「親も

頑張 っている って認めてほ しい」「おとなも世間と子 どもの板ばさ

みで苦しんでいる」等の意見も出され、お互いに口に出 して話すこ

と、 お互 いを 理解 しよ うとす る ことが大 切で あ る、 との確 認が な さ

れま した。 子 ども 遠 か ら 「親 は 子 ど もを 産 まな い と親 にな れな い 。

子どもが親を産んでいるんだ」という意見も出され、一緒に成長 し

てい くこ との 大切 さを話 し合 いま した。

「 こんな に話 を聞い て くれ るお となが いる ことを知 って

うれ しい ！」

参加 者 か らは 「こん な に話 を聞 いて くれ るお とな がい ると は思わ

なか った」「自分 の意 見を言 え てす つき りした」「普段 か ら子 ども に

目と耳 を向 けてい こ うと思 った」等 様々 な感想 が述べ られ ま した 。

口 に出 さな けれ ば伝 わ らな い、お 互 いに話 す こと によ つて先 ずは

目の 前の 人た ち か らつ な が ってい く とい うこ とを再認 識 し、 このよ

うな 意見 交換・ 交 う充の 場 を全 国に増 や して い く必 要性 を弓重く感 じた

全体会で した。

東光米米米末光米米米詳※末光米米米米東光東光米末光米米米米東光米米米米米詫東光米

感 想 ～ フ ォー ラム に参加 した亨 どもた ちか ら～

“お となと こどものいい 関係 ”は “人 と人の いい関係”

笠井実生子 （13 才、子ども通信社V O IC E）

今年で 1 1回目を迎えた子どもの権利条約 フォーラムは、川西市

で開催された。全体会が終わ った直後に、実行委畠 こどもメンバー



の何人かに今年のテーマである、「おとな とこどものいい関係」に

ついて、まず 「あなたは、今回実行委員を している中で、おとなと

子どものいい関係が築けましたか」の質問には、全員が築けたと思

うと答 えて くれた 。「で は、 あ なた にと って お とな と こ ども の いい

関係 とは、なにか」と聞いてみた。「おたがいを大切 にし合える関

係」「意見がお互いに言える関係」「お互いを認め合えること」「一

緒に居 て楽 しい と思え る こと」 と答 えて くれた 。 この 答 えを みて 判

るよ うに、 お とな と こ ども に限 る こ とで はな くて、「人 と 人」 との

関係に置き換えても、同 じ様な答えになるのではないだろうか。

私 は思 う、子 ど もと おとな は 決定 的 に違 うこ とが い くつ か ある け

れど、相手を思いやり、相手の意見を尊重 して最後まで聞 く、その

ような ことは人 と して当 た り前 の事 だと思 う。 が、何故 か 「こど も」

と言 うだ けで 、その 当た り前 の事 が 出来 な くなる とき があ る 。今 回

の川西市で開催された、こどもの権利条約フォーラムを通 して、お

となたちや子どもたちが、当た り前に意見が言い合える関係性を多

くの人 に経験 しても らえ たのだ と思 う。

来年、日本が 「子どもの権利条約」を 1 9 9 4 年に批准 してち ょう

ど1 0 年 をむ か える 。 2 0 年後 、 3 0 年後 には 、 この フ ォー ラム等 を

しな くて も、当 た り前 に子 どもの 権利 条 約が守 られて いる 世界 でi転

つてほ しい。2 0 年後、 3 0 年後、今度は私が子ども権利条約を守る

立場 に立 ってい る。今 、 私 が こども と して感 じて いる こ とを忘 れず

に、お となと して立 って いたい 。

フォー ラムで得た もの ～今 の自分 に活 きてい ること～

島森亜紗子 （17 歳・高2 ）

子 ど もの権 利条 約 フ ォーラ ム に参加 して 得た こ と・ 感 じた事 はた

くさん あ りま した 。そ のな か でも今 、特 に自分 に活 きて い る ことに

ついて触れたいと思います。

●た くさん の人 と話 し、関わ れた こと

今 回 、子 どもの 権利 条約 フ ォー ラム に参カロしよ うと思 った き っか

けで もあ るの です が、 一つ 目 はた くさん の人 といろ いろ な かたち で

話を した り、関わ る ことがで きた ことで す。

今回のフォーラムは兵庫で行われ、たくさんの人々が様々な地域

から参加 していて、普段の生活では会うことができない人と話 をす

ることができ、様々な人の想いや考えに触れて自分の考えを深める

ことが でき ま した。 全体 会 パー ト2 で のお と な と子 どもの 対話 ・ 交

流では、川西子どもネ ッ トの方や教育委員．会で働かれている方、大

学生の方など様々な方と子どもとおとなの関係についてそれぞれの

体験 や実定問を 織 りまぜ なが ら話 をす る こが でき て、 お とな と子 ども

が普 段 どんな こ とを考 え、 悩ん だ り迷 った りしてい るの かが少 しだ

けわ か った よ うな気 が しま した。

私が参加 した第 1 1分科会＜ 子 どもの活動を支援する人★語 り合

おう ！＞‾ごは、子どもの活動を支援する人たちが集まって、それぞ

れが 今 してい る子 ども に関 わる 活動 や職 業の こ と、そ れ に関す る悩

みや疑 問 など を話 し、 ネ ッ トワー ク （つ なが り） を作 って い くと い

う作業 を しま した 。い ろい ろな活 動 を子 ども と してい く上 で 、お と

なが こんな に もい ろい ろな こ とを考 え、悩 み 、支 えて くれ てい る か

わた しはこの分科会でみんなと話をするまで気づかなかったと思い

ます 。そ うい った意 味で も 、や っぱ り今 回の フ ォー ラムで 経験 した

こと はわた しの 考え に大 き く影響 しま した 。

●人の 「ひ ろが り～ ネ ッ トワー ク」 を得た こ と

二 つ 目は、 さま ざまな 「ひろ が り」 を得 た こ とです 。今 回の フ ォ

ーラ ムで はい ろい ろな人 と関わ り、 お互 い困 った 時や 手 を取 り合 い

たい と きに助 け合 うこ とので き る人 たちの ネ ッ トワー ク を広 げる こ

とが で き ま した 。 また 、友 達 を作 る こ とも でき ま した 。2 日 とい う

短い期間の中で、こんなにもたくさんのことを得たり、経験できる

ことはそ うある もの ではあ りませ ん。

来年は茨城でフォーラムの予定ということで、茨城 に住む私もなん

らかの形では関わ らせていただきたいなあと考えています。

『 子どもj への還元、『子ども』からの展開

土田朋水（17 歳・子ども通信社∨0 1C E ）

恐 ら く、と ても 当た り前 な ことで はな い か。 子 どもの 権利 を考 え

ると い う こと は、『子 ど も』 の枠 の 中 だ けで は納 ま りきれ ない 様 々

な要素をも射程に含んでいる、その認識の重要性についてだ。今回

のフ ォーラムでその意味を改めて実感する場面に何度か立ち会 っ

た。そのいくつかを紹介 したい。

●「日本人」「男の子・女の子」

最後のプログラムである全体会 において各分科会か ら報告が行わ

れた時のことだ。分科会 1 『新聞か ら読みとく子どものイメージ』

からは ワー ク シ ョップ に参加 した子 ども たち が報告 者 と してス テー

ジに上がっていた。この分科会の報告はユーモアも5昆じった大変お

もしろいものだ ったが、報告者のある一言が耳に残 った。ワークシ

ョップで使われた新聞の切 り抜きを読んだ感想と して、会場にいる

人々に「私たち日本人はもっと怒るべきだ」という主旨で共感を求

める発言がされたのだが、私はその言葉を聴いてとっさに分科会 7

を想 った。分科会7 は 『日本で暮 らす外国籍の子どもたちの今』が

テーマとな っている （私はこの 2 つの分科会 に参加 していた）。も

し新 聞か ら見 えた お となの 描 く子 ども像 が 問題 とな るな らば 、その

際に主語と して妥当なのは『読者』や『私たち』などではなかった

か。 日本 人 とい う主語 は 、そ うで はな い子 ども たち を疎外 す る こと

になる か らだ 。

また同 じ全体会で気にな った言葉がある。司会者のおとなが参加

者の子どもに感想を求めて回っていた時、（どんな前後があったの

かは よ くわか らな か ったが ）あ る子 ど もに 「キ ミは男 の子 なん だか

ら。女の子にはなれないんだよ」とい う主 旨の言葉をかけていた。

私はとっさに 寸なにを根拠になれないと言うのか。その子どものみ

ならず、この会場の何人かがそれを願っていたらその苦 しみや悩み

はど うなるの か寸 と気 を塞 い だ。

●子どもとおとなの関係だけでなく

私 はこ こで言 葉狩 りを したい わけ では ない 。誤 った 発言 をす る こ

とは誰 に で もあ る （もち ろん その 責 任 は 引 き受 ける べ き こ とだ ）。

しか し、だ か らこそ 私た ち はも っ と敏感 にな って いい ので はな いだ

ろうか。私たちが子どもの権利

を語る時、その言葉の持つ意味

（ 射程）をもっと想像 していい。

深く考えていい。子どもは『子

どもとおとな』の関係性だけに

還元 され るもの で はな く、あ ら

ゆる 要 素 で 成 り立 って い る 。

『 子 ども』への還元に縛 られる

のではな く、『子ども』が持っ

ている可能性・展開を想像する

こと。そ して知 る こと。 その こ

との重要性を今、私は改めて感

じてい る。

全体 会 の よ うす②

第8分科会
子どもの権 利集約 入門 ワ一 ク ショッ

子どもの権利条約 第7 1号・ 200 3年 12 月20 日号

』



今後 のフ ォー ラム企画 の参考 に J

子どもとお となのいい関係のためのキーワー ドー

赤 池 悦 子 （子どもの権利条約ネットワーク事務局長）

全体会では、壇上から8 名の子どもが、それぞれの活動や日常を、

各自の環境．生き方の上に立 って報告してくれました。会場には遠

方か らの参カロ者 も含め ，沢山 の子 どもの姿 があ り ．彼 らも第2 部で

思いや活動を語ってくれ、各地で子ども達が社会参カロをしている現

状を実感 する ことが 出来 ま した 。

二日目の分科会も予想をはるかに越える参加者があ り、会場の小

学校は活気にあふれ、子どもとおとなのいい関係を作 り出していま

した。

フォー ラムの会場で 、多 くの子 ども達が “子 ども とおとなの いい関

係■■について語 って くれ ま したが、その中 か らい くつ か紹 介 します。

「 もちつもたれつの微妙な関係」「すれ違いが起きないよう．しっか

り話 し合え る関係」

「 おとなもキチンと主張する関係」

一叢後に今後のフォーラムの企画に参考にしていただきたい意見

を紹 介 します。

「 子 ど もを市民 と認 めるな ら，子ど もだけ に任せ た り しない でも っ

と子どもと話し合って企画をして欲 しい。共感、協働、共有、が子

どもとお となのいい 関係 のキー ワー ド」

l

軒＊命榊卑［子 ども の権 利 条 約 入 門 セ ミナ ー 2 0 0 3 ］のお知 らせ

書第6 回を以 下の とお りに開催 します ／ 王

！＊串＊＊＊串奇
骨
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少人数でアッ トホームな雰囲気の中で、子どもの権利条約につ ：

いて 、 また条 約 を生 かす 取 り組み に つい てを 、わ か りやす く学ん ；
l

でい きます 。奮 って ご参カロくだ さい ／

口第 9 回 2 0 0 4 年 1月 2 7 日（火）

子どもの権利条約とN P O

林 大介 さ ん （特定非営利活動法人2 1世紀教育研究所事務局長）

特定非営利活動法人R ig hts 常務理事）

書D 第 1 0 回 2 0 0 4 年2 月2 1 日 （火 ）

会場 ：子どもの権利条約ネ ッ トワーク事務所（みなとN P Oハウス4階）

地下鉄 日比谷線・大江戸線「六本木」駅徒歩2 分 （旧三河

台中学校・俳優座裏）

定員2 0 名 ＊資料・会場の準備があるので事前申込をお願いします。

お申 し込み・お問い合わせ ：子どもの権利条約ネッ トワーク

〒1 0 6 －0 0 3 2 港区六本木4 －7 －1 4 みなとN P O ハウス4 F
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王※留守 の ときは 、留守 電・ FA X ・ メール を ご利 用 くださ い。 蔓

童子どもの権利条約と子育て 坪井節子さん （弁護士） 喜 ’■、閂 ’J▼′－－1｝▼、叫 ’」叩 ′r －‾■… ■－－Y ） 重
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総合的研究誌「子 ど も の 権 利 研 究 」
子どもの権利総合研究所編 （日本評論社・販売協力）定価 2 0 0 0 円

集

■現行法 制をめ ぐる動 向と子どもの権利 ○ 日本国憲法 法制と子 どもの権利 ○教育基 本法制 と日本
の子 ども ○児童福祉法制 と日本の子 ども ○少年法制 と日本 の子ども

t シンポジウム 「現代 日本 の子 ども法制 と子どもの権利 の展望」 まとめ ◇世界 と日本の子 どもの権

利 救済制度 1世界各 国の 「子 どもの権利 救済」制 度一国連 子どもの 権利委員会 か ら 2 子 どもオ

ンブスにお ける第 三者性の法 的構造－ ノルウ ェー・ 日本にお ける制度を手 がか りと して 3 日本 に

おける子どもの救 済制 度の現状 と課題 ◇ 「改正 少年法」の運 用と課題 1 「原則逆送」事件 の実

際一 事例お よび全国的調査の 分析か ら 2 家庭 裁判所の運 用実態一全 司法のア ンケ ー ト調査 を中心

に 3 少年の立 ち直 り支 援の現場か ら一 児童自立支援施 設を中心 に

■論説 O 「韓国の子 どもの権利研究 の現状 と課題」 ○性的搾取 と子どもの権 利 ○平成期学校事 故

判 例と安全基準

■自治体条例研究 ○富 山県小 杉町子 どもの 権利条例

定期購読募 送料込 R
創 刊号 ：2 0 0 2 年 7 月 第2号 ：2 0 0 3 年 1 月

郵便 振込み 申込で直接 申 し込 まれ るか、下記事務 局へ お問い合 わせ下 さい。

郵便振替00150 －3－164 280 口座名称 子どもの権利集約総合研究所

研究所事務所 ：〒1 5 2 －0 0 3 4 東京都 目黒区緑 が丘2 －6 －1 喜多明人宛

研究所分室（水曜日10 ：00－16 ：00）T E L・ FA X O 3 －5 2 8 6 －3 5 9 5 E－M a il：C「C 2 1＠ly c o s．jp
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